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項目

給料表 本年 昨年 増減 本年 昨年 増減

行政職 4,559人 4,534人 ＋25人 42歳6月 42歳7月 ▲1月

公安職 3,032人 3,026人 ＋6人 37歳7月 37歳8月 ▲1月

研究職 157人 157人 0人 39歳11月 40歳2月 ▲3月

医療職（１） 28人 31人 ▲3人 50歳9月 48歳1月 ＋32月

医療職（２） 189人 198人 ▲9人 41歳6月 40歳11月 ＋7月

医療職（３） 120人 123人 ▲3人 40歳6月 41歳4月 ▲10月

教育職（２） 3,130人 3,107人 ＋23人 45歳1月 44歳11月 ＋2月

教育職（３） 5,906人 5,950人 ▲44人 44歳6月 44歳10月 ▲4月

合計 17,121人 17,126人 ▲5人 42歳9月 42歳11月 ▲2月

（令和３年４月１日現在）
※　職員数、平均年齢等は、「令和3年職員給与実態調査」によるものです。

※　職員数は、勧告対象職員のうち再任用職員、任期付職員、任期付研究員、育児休業中の職員、休職中の職員等を

　　除く人数です。

平　均　年　齢職　　員　　数

１ 人事委員会勧告の対象職員
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＜令和３年４月 職員構成比＞

人事委員会勧告の対象となるのは、給与条例の適用を受ける一般職の職員です。その給料表ごとの内訳は以下のとおりです。
・職員数は、17,121人であり、昨年より５人の減（行政職については、4,559人で昨年より25人の増）
・職員の平均年齢は42歳9月であり、昨年より２月若年化（行政職については、42歳6月で昨年より１月若年化）



※　職員数、平均年齢等は、「平成25年職員給与実態調査」によるものです。

改正給与条例案の提出

昨年８月から本年７月までの
特別給の支給状況

県 議 会
（給与条例の改正）

２ 人事委員会勧告の手順

人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を解消することを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を合

わせることを基本に報告・勧告を行っています。

職員給与の
調査

（全職員）

【 職 員 給 与 】
行政職の職員の４月分支給額

給与改定等の
状況

地方公務員法に定める情勢適応の原則・均衡の原則
に基づき給料表・諸手当の改定内容を決定

人事委員会報告・勧告

知 事
（勧告の取扱決定）

他の地方公共団体の給与

人事院の給与勧告
（国家公務員の給与）

比較考慮

ラスパイレス方式により、役職段階、学歴、年齢
を同じくする者同士の給与を比較し、「公民較差」を算出

【 民 間 給 与 】
事務・技術関係従業員の４月分支給額

精密
比較

職員の期末手当・勤勉手当の
年間支給月数と比較

民間給与の調査（全国共通、人事院との共同調査）
企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上

・母集団５８８事業所から無作為抽出した県内１９７事業所が対象

※本年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により病院は調査対象外

・うち、１７５事業所からの回答を得た（調査完了率８８．８％）

調査期間 ４月２６日～６月２２日



　　（学歴） （年齢階層） 民間給与の総額(A)　　　職員給与の総額(B)

　

　　　 （職員　役職段階） （民間　役職段階）

３ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の本県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（Ａ）が、現に支

払っている支給総額（Ｂ）に比べてどの程度の較差があるかを算出しています。
具体的には、本年の職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、次のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与と、
これと条件を同じくする民間従業員の平均給与のそれぞれに（本県の行政職）職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較し、公民の較差を算出して
います。
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各役職段階ごとに、「１級（係員）」と
同様、学歴別、年齢階層別に民間給
与及び県職員給与を算定

（ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ比較）民間給与(a)
＝民間給与総額（Ａ）÷職員総数

＝359,147円

（平均）職員給与(b)
＝職員給与総額（Ｂ）÷職員総数

＝359,180円
本年の公民較差 ▲33円（▲0.01％） （民間給与(a)－職員給与(b)）
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４ 令和３年における民間給与との較差

本年の民間給与との較差は ▲33円（▲0.01％）で、職員給与が上回っているものの、その較差は小さ

く、ほぼ均衡している状況であり、月例給の改定は行わない。

民間給与

359,147円

県職員給与

359,180円

▲33円



５ 本年の勧告のポイント

○ 期末・勤勉手当（ボーナス）を引下げ（▲0.15月分）

○ 月例給の改定なし

１ 月例給

・民間給与との較差 ▲33円（▲0.01%）

・職員給与が民間給与を上回っているものの、その較差が小さく、ほぼ均衡していると判断できるため、月例給の改定なし

※国においても、較差が小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であるとして、月例給の改定なし

２ 期末手当・勤勉手当

・民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引き下げ、4.30月に改定（現行4.45月）

・引下げ分は、国に準じて期末手当の支給月数に反映

・改定は条例の公布の日から実施し、令和４年度以降分については令和４年４月１日から実施

ボーナスを引下げ

※本年の勧告後の平均給与(行政職給料表) 月額 359,180円 年間給与5,908,000円（勧告前との差 月額：増減なし 年間給与：▲56,000円程度）



１８歳 154,900 円 2,307,000 円 154,900 円 2,284,000 円 ▲ 23,000 円
新規高卒
採用者

２２歳 188,700 円 2,810,000 円 188,700 円 2,782,000 円 ▲ 28,000 円
新規大卒
採用者

２５歳 200,900 円 3,305,000 円 200,900 円 3,275,000 円 ▲ 30,000 円

３０歳 234,400 円 3,856,000 円 234,400 円 3,821,000 円 ▲ 35,000 円

３５歳 273,600 円 4,562,000 円 273,600 円 4,519,000 円 ▲ 43,000 円

４０歳 324,300 円 5,479,000 円 324,300 円 5,426,000 円 ▲ 53,000 円

課長補佐級 ４５歳 368,600 円 6,227,000 円 368,600 円 6,167,000 円 ▲ 60,000 円

課  長  級 ５０歳 469,300 円 7,690,000 円 469,300 円 7,621,000 円 ▲ 69,000 円

局  長  級 ５５歳 525,900 円 8,841,000 円 525,900 円 8,756,000 円 ▲ 85,000 円

部  長  級 ５８歳 629,100 円 10,768,000 円 629,100 円 10,659,000 円 ▲ 109,000 円

係　    員

役職段階 年齢
勧告前 勧告後 年間給与

額の差
備　考

給与月額 年間給与 給与月額 年間給与

係  長  級

[注２] 給与月額及び年間給与は、職員の採用・任用状況等によって異なります。

[注１] 給与月額及び年間給与は、給料、管理職手当並びに期末手当及び勤勉手当により算出しています。

６ 県職員[ 行政職 ]のモデル給与例（試算）



内容等　 月例給

　勧告年 改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成２３年
（２０１１年）

▲0.28％ ▲0.28％ 3.95月 － ▲1.7万円※ ▲0.3％※

平成２４年
（２０１２年）

0.01％ 勧告なし（注１） 3.95月 － － －

平成２５年
（２０１３年）

0.05％ 勧告なし（注２） 3.95月 － － －

平成２６年
（２０１４年）

0.55％ 0.55％ 4.10月 0.15月 　9.0万円 1.5%

平成２７年
（２０１５年）

0.34％ 0.34％ 4.20月 0.10月 　5.9万円 1.0%

平成２８年
（２０１６年）

－ 勧告なし（注３） 4.20月 － － －

平成２９年
（２０１７年）

0.33％ 0.32％ 4.40月 0.20月 　9.4万円 1.6%

平成３０年
（２０１８年）

0.19％ 0.19％ 4.45月 0.05月 　2.9万円 0.5%

令和元年
（２０１９年）

0.11％ 0.10％ 4.50月 0.05月 　2.5万円 0.4%

令和２年
（２０２０年）

▲0.02％ 勧告なし 4.45月 ▲0.05月 ▲1.9万円 ▲0.3%

令和３年
（２０２１年）

▲0.01％ 勧告なし 4.30月 ▲0.15月 ▲5.6万円 ▲0.9%

（注３）　月例給・期末手当及び勤勉手当の改定以外の「扶養手当改定等に係る勧告」あり

行政職職員の平均年間給与

（注２）　月例給・期末手当及び勤勉手当の改定以外の「給与構造改革における経過措置の廃止に係る勧告」あり

期末手当及び勤勉手当
公民較差

（※ 平成23年度は特例条例による減額後の平均年間給与による増減）

（注１）　月例給・期末手当及び勤勉手当の改定以外の「昇給制度の改正及び自宅に係る住居手当廃止に係る勧告」あり

○給料表は、２年連続改定なし

○期末手当及び勤勉手当は、２年連続引下げ

７ 人事委員会勧告の実施状況


